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令和６年３月４日（月曜日）

○出席議員（13名）

議 長 七 田 満 男 君 ７ 番 恩 道 正 博 君

１ 番 中 村 聡 君 ８ 番 北 川 悦 子 君

２ 番 土 屋 克 之 君 ９ 番 夷 藤 満 君

３ 番 西 尾 雄 次 君 10 番 清 水 文 雄 君

４ 番 磯 貝 幸 博 君 11 番 中 川 達 君

５ 番 川 口 正 己 君 12 番 南 守 雄 君

６ 番 生 田 勇 人 君

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君

副 町 長 上 出 孝 之 君

教 育 長 桐 山 一 人 君

総 務 部 長 松 井 賢 志 君

総 務 部 担 当 部 長
（税 務 担 当）
兼 税 務 課 長

北 野 享 君

町 民 福 祉 部 長
兼 保 険 年 金 課 長

助 田 有 二 君

町民福祉部担当部長
（住民・子育て支援担当）

中 川 裕 一 君

都 市 整 備 部 長
兼北部開発推進室長

上 前 浩 和 君

都市整備部担当部長
（企画・地域産業振興担当）

宮 本 義 治 君

教育委員会教育部長 上 出 勝 浩 君

消 防 本 部 消 防 長 重 島 康 人 君

総 務 部 総 務 課 長 山 田 卓 矢 君

総務部総務課担当課長
（人事秘書担当）

安 下 美智子 君

総 務 部 財 政 課 長 北 正 樹 君

町民福祉部住民課長
兼 環 境 管 理 室 長

川 本 静 絵 君

町 民 福 祉 部
子 育 て 支 援 課 長

吉 田 真理子 君

町民福祉部保険年金課担当課長
兼保険年金課保健センター所長

前 田 理 子 君

町民福祉部福祉課担当課長
兼福祉課地域包括支援センター所長

上 前 久美子 君

町 民 福 祉 部
福 祉 課 長

秋 田 博 之 君

都 市 整 備 部
企 画 課 長

奥 田 隆 幸 君

都 市 整 備 部
地域産業振興課長

宮 崎 重 幸 君

都市整備部地域産業振興課
担当課長兼観光振興室長

長谷川 万里子 君

都市整備部都市建設課長
兼北部開発推進室長補佐

渡 辺 崇 君

都 市 整 備 部
上 下 水 道 課 長

四月朔日 松英 君

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長

福 島 誠 一 君

教育委員会教育部
学 校 教 育 課 長

法 利 康 博 君

教育委員会教育部文化スポーツ課長
兼図書館長兼男女共同参画室長

中 村 友 和 君

消防本部消防署長
兼 消 防 課 長

中 本 潤 君
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 堀 川 竜 一 君

事務局参事兼次長 川 端 誠 矢 君

事 務 局 書 記 中 村 円 香 君

○議事日程（第１号）

令和５年３月４日 午後１時開議

日程第１

会議録署名議員の指名について

日程第２

審議期間の決定について

日程第３

諸般の報告について

日程第４

議案一括上程

議案第１号 専決処分の承認を求めることについて

〔令和５年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕

議案第２号 専決処分の承認を求めることについて

〔令和５年度内灘町水道事業会計補正予算（第４号）〕

議案第３号 専決処分の承認を求めることについて

〔令和５年度内灘町下水道事業会計補正予算（第３号）〕

議案第４号 専決処分の承認を求めることについて

〔令和５年度内灘町一般会計補正予算（第８号）〕

議案第５号 専決処分の承認を求めることについて

〔内灘町手数料徴収条例の一部を改正する条例について〕

議案第６号 専決処分の承認を求めることについて

〔内灘町消防手数料徴収条例の一部を改正する条例について〕

議案第７号 令和５年度内灘町一般会計補正予算（第９号）

議案第８号 令和５年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案第９号 令和５年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第10号 令和５年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第11号 令和５年度内灘町水道事業会計補正予算（第５号）

議案第12号 令和５年度内灘町下水道事業会計補正予算（第４号）

議案第13号 令和６年度内灘町一般会計予算

議案第14号 令和６年度内灘町新エネルギー事業特別会計予算

議案第15号 令和６年度内灘町国民健康保険特別会計予算

議案第16号 令和６年度内灘町後期高齢者医療特別会計予算

議案第17号 令和６年度内灘町介護保険特別会計予算

議案第18号 令和６年度内灘町水道事業会計予算

議案第19号 令和６年度内灘町下水道事業会計予算
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議案第20号 内灘町こども家庭センター条例の制定について

議案第21号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

議案第22号 内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する

条例について

議案第23号 内灘町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する条例について

議案第24号 内灘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第25号 内灘町介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第26号 内灘町霊園条例の一部を改正する条例について

議案第27号 内灘町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

議案第28号 内灘町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について

議案第29号 第３次うちなだ健康プラン21の策定について

提案理由の説明

日程第５

議会議案第１号 能登半島地震の災害復旧・復興支援を求める意見書の提出について

日程第６

議会議案第２号 能登半島地震被災地の復興のため、大阪・関西万博の再検討を求める意見

書の提出について

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○議長【七田満男君】 傍聴席の皆様には、

本会議の傍聴にお越しをいただき誠にありが

とうございます。

本会議場におきましては、携帯電話を鳴ら

すことのないよう、ご協力願います。また、

撮影や録音はご遠慮くださいますよう、お願

い申し上げます。

開会に先立ち、去る１月１日に発生した能

登半島地震により犠牲になられた方々に、深

く哀悼の意を表すとともに、黙禱をささげた

いと思います。

皆様、ご起立願います。黙禱。

〔黙禱〕

○議長【七田満男君】 黙禱をお解きくださ

い。

ありがとうございました。ご着席願います。

改めまして、被害を受けられた方々に心か

らお見舞いを申し上げます。

本町におきましても、液状化現象により多

くの建物が被害を受け、多数の町民が避難を

余儀なくされました。

町及び関係機関は、被災された皆様の救

援・復旧に全力を挙げております。

議会としても、被災された皆様の一日も早

い復旧・復興に向けて全力で取り組んでまい

ります。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○再開・開議

午後１時03分再開

○議長【七田満男君】 ただいまの出席議員

は13名であります。よって、会議の定足数に

達しておりますので、これより令和５年内灘

町議会定例会を再開し、直ちに令和６年内灘

町議会３月会議を開きます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○会議録署名議員の指名

○議長【七田満男君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第120条の規

定により、議長において、11番中川達議員、
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12番南守雄議員を指名いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○審議期間の決定

○議長【七田満男君】 日程第２、審議期間

の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。今３月会議の審議期間

は、本日から３月８日までの５日間といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、今３月会議の審議期間は、本日

から３月８日までの５日間に決定いたしまし

た。

なお、会議予定につきましては、お手元に

配付いたしました案のとおりでありますので、

ご了承願います。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○諸般の報告

○議長【七田満男君】 日程第３、諸般の報

告を行います。

まず、今３月会議に説明のため説明員とし

て出席するよう地方自治法第121条の規定に

より要求いたしたところ、説明のため出席を

している者の職、氏名は、別紙説明員一覧表

としてお手元に配付しておきましたので、ご

了承願います。

次に、監査委員から令和５年11月分、12月

分、令和６年１月分の例月出納検査結果の結

果について報告がありました。写しをお手元

に配付しておきましたので、ご了承願いま

す。

次に、さきの令和５年12月会議において可

決した小中学校給食費の無償化を求める意見

書の提出についてにつきましては、内閣総理

大臣並びに関係方面に提出しておきましたの

で、ご了承願います。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○議案一括上程

○議長【七田満男君】 日程第４、議案第１

号専決処分の承認を求めることについて〔令

和５年度内灘町一般会計補正予算（第７

号）〕から議案第29号第３次うちなだ健康プ

ラン21の策定についてまでの29議案を一括し

て議題といたします。

なお、今３月会議に提出された議案につき

ましては、お手元に配付してあります議事日

程（第１号）に記載のとおりでありますので、

ご了承願います。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○提案理由の説明

○議長【七田満男君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。

〔町長 川口克則君 登壇〕

○町長【川口克則君】 本日ここに、令和６

年内灘町議会３月会議が開催されるに当たり、

本会議に提出しております令和６年度当初予

算及びその他の議案の提案理由並びにその概

要についてご説明申し上げます。議員各位並

びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。

初めに、去る１月１日午後４時10分に、能

登地方を震源とする最大震度７の地震が発生

いたしました。

この地震により、能登地方を中心に広い範

囲で家屋の倒壊や道路の寸断が相次ぐなど、

多くの貴い命が犠牲となり、甚大な被害が発

生いたしました。お亡くなりになられました

方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、

被災されました方々に対しまして心よりお見

舞いを申し上げます。

震度５弱を観測した本町におきましては、

大きな人的被害はございませんでしたが、町

内各所で道路の陥没や隆起が発生し、水道施

設等の損壊によりライフラインが寸断したほ

か、1,400棟を超える住宅に被害が発生いた

しました。

特に町北部地区では、地震による液状化現

象に伴い、地盤が水平方向にずれる側方流動

が起こり、道路が大きくゆがみ建物が傾くな
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ど、甚大な被害となっております。

町では地震発生後、直ちに災害対策本部を

設置し、被災状況の把握に努めるとともに、

避難所の開設や物資の支援、道路や上下水道

等の応急復旧、各種申請手続など、職員一丸

となって全力で災害対応に取り組んでいると

ころであります。

しかしながら、地震発生から２か月が経過

いたしました今日においても、いまだに多く

の方々が避難生活を余儀なくされております。

避難されている方々をはじめ、被災されま

した全ての町民の皆様の一日も早い生活再建

に向け、引き続き、職員一丸となり取り組ん

でまいる所存でございます。

また、今回の地震において、町民の皆様を

はじめ、全国から多くのご支援をいただいて

おりますことに、改めて感謝を申し上げます。

今回の地震で発生した液状化現象では、地

盤の隆起や沈下、さらに横ずれの影響により

土地が大きく変形いたしました。現在、国に

おいて液状化の調査分析等を進めていただい

ているところであります。

町では、この調査結果を基に、液状化対策

を含めた今後の復興プランを計画し、地域住

民の皆様のご意見を踏まえながら、復興を進

めてまいりたいと考えております。

また、復興に当たりましては、国や県と連

携し、これまで以上に強い覚悟と使命感を持

って取り組んでまいります。

それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。

議案第１号から議案第３号までの専決処分

の承認を求めることにつきましては、本年１

月の能登半島地震の発生に伴う災害対応のた

め、地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き、令和６年１月１日に専決処分した令和５

年度内灘町一般会計補正予算（第７号）、令

和５年度内灘町水道事業会計補正予算（第４

号）及び令和５年度内灘町下水道事業会計補

正予算（第３号）について、議会に報告し、

承認を求めるものでございます。

議案第４号 専決処分の承認を求めること

につきましては、災害対応に係る追加補正及

び国の低所得世帯支援給付費を支給するため、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき、

令和６年２月５日に専決処分した令和５年度

内灘町一般会計補正予算（第８号）について、

議会に報告し、承認を求めるものでございま

す。

議案第５号及び議案第６号 専決処分の承

認を求めることにつきましては、地方自治法

第179条第１項の規定に基づき、令和６年２

月５日に専決処分した条例の一部改正でござ

います。

議案第５号 内灘町手数料徴収条例の一部

を改正する条例につきましては、戸籍法の一

部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付等が開

始されるため、手数料の額等を定めるなど所

要の改正でございます。

議案第６号 内灘町消防手数料徴収条例の

一部を改正する条例につきましては、危険物

施設の設置、変更許可に係る手数料の免除等

に関する規定を設けるものでございます。

議案第７号 令和５年度内灘町一般会計補

正予算（第９号）につきましては、歳入歳出

それぞれ3,340万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を119億340万円とするほか、地方債の

補正及び繰越明許費を計上するものでござい

ます。

歳出の主な内容といたしましては、国の補

正予算に係る追加内示に伴う除雪対策費の増

額補正のほか、サービス利用者の増加に伴う

障害者自立支援給付費の増額補正などを計上

いたしました。また、各種事務事業の確定及

び完了見込みによる不用額の精算などでござ

います。

歳入では、国の追加内示に伴う社会資本整

備総合交付金の増額のほか、町税及び寄附金

等の収入見込みに伴う所要の補正を計上いた

しました。このほか、普通交付税の追加交付
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に伴う増額などを計上いたしております。

地方債の補正では、歳入欠陥債の追加及び

各種事業費の確定等に伴う変更を計上いたし

ました。

繰越明許費につきましては、財産管理費な

ど19事業について、繰越措置を行うものでご

ざいます。

議案第８号 令和５年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）及び議案第９

号 令和５年度内灘町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）、議案第10号 令和５

年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第３

号）、以上３議案につきましては、事務事業

の確定及び完了見込みによる不用額の精算な

どでございます。

議案第11号 令和５年度内灘町水道事業会

計補正予算（第５号）につきましては、能登

半島地震の発生に伴う水道料金の減免に係る

補正のほか、事業の確定及び完了見込みによ

る不用額の精算などでございます。

議案第12号 令和５年度内灘町下水道事業

会計補正予算（第４号）につきましては、国

の補正予算に係る追加内示に伴う建設改良費

の追加補正のほか、事業の確定及び完了見込

みによる不用額の精算などでございます。

議案第13号から議案第19号までの７件につ

きましては、令和６年度における一般会計及

び特別会計、水道及び下水道事業会計に係る

当初予算でございます。

令和６年度当初予算は、一般会計につきま

しては、歳入歳出それぞれ144億2,500万円と

するものでございます。

また、特別会計につきましては、予算総額

を歳入歳出それぞれ48億2,940万円とし、一

般会計、特別会計を合わせた予算総額は192

億5,440万円といたしました。

次に、事業会計でございますが、水道事業

及び下水道事業会計の予算総額は28億4,780

万円といたしております。

当初予算の詳細につきましては、予算書を

ご参照の上、ご審議賜りますようお願い申し

上げます。

令和６年度の当初予算につきましては、元

日に発生した能登半島地震の影響により、新

規施策や臨時的、政策的な事業の予算計上を

見合わせ、災害復旧関連の予算や義務的経費

及び町民生活に密接した継続事業等を主体と

する骨格予算として編成いたしました。

なお、肉づけする政策関連予算は新年度の

補正予算で対応するため、現在、検討を進め

ております。

今後、改めて議会に補正予算案を提出させ

ていただきますので、議員の皆様には、より

一層のご支援とご鞭撻を賜りたいと存じます。

続きまして、その他の議案につきましてご

説明申し上げます。

議案第20号 内灘町こども家庭センター条

例の制定につきましては、改正児童福祉法の

規定に基づき、妊産婦及び子育て世帯等への

相談支援体制の強化を図るため、こども家庭

センターを設置する条例を制定するものでご

ざいます。

議案第21号 一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、

職員の職務に、新たに社会福祉士、管理栄養

士、学芸員の職を追加するため、所要の改正

を行うものでございます。

議案第22号 内灘町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正

する条例につきましては、地方自治法の一部

改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を

支給するため、関係条例において所要の改正

を行うものでございます。

議案第23号 内灘町国民健康保険事業財政

調整基金条例の一部を改正する条例につきま

しては、基金の処分目的の拡充を図るため、

所要の改正を行うものでございます。

議案第24号 内灘町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例につきましては、被保険

者に係る所得割額の税率改正を行うものでご
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ざいます。

議案第25号 内灘町介護保険条例の一部を

改正する条例につきましては、介護保険法施

行令の一部改正に伴い、低所得世帯の介護保

険料に係る軽減措置を拡充するなど、所要の

改正を行うものでございます。

議案第26号 内灘町霊園条例の一部を改正

する条例につきましては、墓碑名札使用料の

改正を行うものでございます。

議案第27号 内灘町水道事業給水条例の一

部を改正する条例について、議案第28号 内

灘町水道事業の布設工事監督者の配置基準及

び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

に関する条例の一部を改正する条例について、

以上２議案につきましては、水道法の一部改

正に伴い、引用条文の整理を行うものでござ

います。

議案第29号 第３次うちなだ健康プラン21

の策定につきましては、今後12年間における

町の基本理念や、その実現に向けた取組を推

進する第３次うちなだ健康プラン21について、

議会の議決を求めるものでございます。

以上、今回提出いたしました議案の提案理

由並びにその概要でございます。

何とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご

決議を賜りますようお願いを申し上げまして、

私の説明を終わります。

ご清聴ありがとうございました。

○議長【七田満男君】 提案理由の説明は終

わりました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○質 疑

○議長【七田満男君】 これより、提出議案

に対する質疑に入ります。

質疑ございませんか。──質疑なしと認め

ます。

これをもって質疑を終了いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○議案の委員会付託

○議長【七田満男君】 お諮りいたします。

議案第１号専決処分の承認を求めることにつ

いて〔令和５年度内灘町一般会計補正予算

（第７号）〕から議案第29号第３次うちなだ

健康プラン21の策定についてまでの29議案に

つきましては、お手元に配付してあります議

案付託表のとおり、所管の各常任委員会に付

託いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は、議案付託表のとおり、

所管の各常任委員会に付託することに決定い

たしました。

なお、継続審査となっています請願第２号

土地の借地料の免除を求める請願につきまし

ては、付託委員会のほうで審査をお願いいた

します。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○議案の上程

○議長【七田満男君】 日程第５、議会議案

第１号能登半島地震の災害復旧・復興支援を

求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○提案理由の説明

○議長【七田満男君】 提出者から提案理由

の説明を求めます。６番、生田勇人議員。

〔６番 生田勇人君 登壇〕

○６番【生田勇人君】 議席番号６番、生田

勇人です。

議会議案第１号能登半島地震の災害復旧・

復興支援を求める意見書の提出について、提

案理由の説明を行わさせていただきます。

本年１月１日に最大震度７を観測した能登

半島地震は、県下全域に大きな被害をもたら

しました。とりわけ能登地域においては200

名以上の貴い命が失われ、住宅被害が５万棟

を超え、いまだ安否不明者がいるなど、その

被害は甚大であります。また、１万人以上の

方が避難している状況です。
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国による災害直後からの救助、道路啓開、

人的支援、プッシュ型の物資輸送など、国を

挙げた支援により状況は改善しつつあります

が、上下水道については損傷が激しく、いま

だに４万戸で断水が続いています。

このような中、我が内灘町では、液状化に

より甚大な被害が発生し、被災から２か月が

経過した３月１日現在において、被災家屋が

1,421棟、いまだに29世帯52名が避難所での

生活を余儀なくされています。また、200世

帯で断水が続いています。

本町では地震発生後、災害対策本部を設置

し、液状化現象による町内集落の崩壊に対す

る対策をはじめ、インフラの早期復旧、被災

者の生活再建、農林水産業をはじめ各産業な

どの再建など、最大限の努力をしているとこ

ろであります。

また、国においても、本災害の激甚災害へ

の指定などにより早期復旧を後押ししていた

だいているものの、今後も必要となる復旧・

復興に向けた対応を踏まえると、到底、国の

補助制度や地方財政制度の下では予算編成が

できず、復旧、災害復興が行えないのが現状

であります。

迎える高齢化社会の中、本町では、町内の

人口減少、人口流出による行政サービスの低

下が懸念されます。液状化による壊滅的な被

害地域の南部地域の一部と西荒屋、室、宮坂

の北部地域は、住民の絆の強い地域であり、

地域コミュニティを守り、住み続けることを

基本とした復旧・復興が最重要課題でありま

す。

今後、本町が安心感を持って復旧・復興に

しっかり取り組んでいくためには、国による

財政支援への明確な担保と長期的支援が必要

であると考えます。

国におかれましては、こうした実情等を踏

まえ、本町をはじめとした被災地が一日も早

く復旧・復興を成し遂げるため、国による直

轄事業の拡大、推進と、新たな補助制度の創

設や補助率のかさ上げなどの財政措置、及び

地方負担分を矮小化するための特別交付税の

別枠措置など、これまでの枠にとらわれない

措置を講じられるよう強く要望いたしたく、

地方自治法99条の規定により意見書を提出す

ることを提案いたします。

以上です。

ありがとうございました。

○議長【七田満男君】 提案理由の説明が終

わりました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○質疑・討論の省略

○議長【七田満男君】 お諮りいたします。

本議案につきましては、会議規則第39条第３

項の規定により、質疑、討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議会議案第１号は、質疑、討論

を省略し、直ちに採決することに決定いたし

ました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○表 決

○議長【七田満男君】 これより議案の採決

に入ります。

お諮りいたします。議会議案第１号能登半

島地震の災害復旧・復興支援を求める意見書

の提出について、原案のとおり決定すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長【七田満男君】 起立全員であります。

よって、議会議案第１号は原案のとおり可決

されました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○議案の上程

○議長【七田満男君】 日程第６、議会議案

第２号能登半島地震被災地の復興のため、大

阪・関西万博の再検討を求める意見書の提出

についてを議題といたします。
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○提案理由の説明

○議長【七田満男君】 提出者から提案理由

の説明を求めます。10番、清水文雄議員。

〔10番 清水文雄君 登壇〕

○10番【清水文雄君】 議席番号10番、清水

文雄です。

議会議案第２号能登半島地震被災地の復興

のため、大阪・関西万博の再検討を求める意

見書の提案理由をご説明をいたします。

2024年１月１日に発生した能登半島地震は、

石川、富山、新潟各県に大きな被害をもたら

しました。住宅被害は、石川県だけでも６万

棟を超えると報道されているところでござい

ます。

我が内灘町の被害状況は、被災から２か月

が経過した３月１日現在において、被災家屋

が1,421棟、29世帯52名が避難所での生活を

余儀なくされ、200世帯で断水している状況

でございます。

能登地区全体では、今も広範囲で断水が続

き、避難生活は長期化すると見込まれていま

す。

早期に現地の復興を進めるために、人的・

物的・経済的支援の強化、充実が必要である

ことは言うまでもありません。

他方、2025年４月に開幕予定の大阪・関西

万博については、会場建設費が当初見込みの

1,250億円から2,350億円にほぼ倍増、運営費

も当初見込みの809億円から1,160億円に４割

増になるなど、経費の大幅上振れが問題にな

っております。

万博に直接関係する国費負担は、既に決定

しているだけで1,649億円であり、赤字が発

生した場合などにはさらなる追加負担が必要

になる可能性も払拭できません。同時に、万

博に関するインフラ整備の総額は9.7兆円に

も上るとも報道されているところでございま

す。

2024年４月１日から時間外労働時間の規制

が建設業、運送業にも適用されるようになり、

人手不足が一層深刻になると予想されており

ます。能登半島地震被災地の復興が急がれる

中、限られた予算、人手、建築資材を６か月

限りの万博に使うことの是非について、中止、

延期も視野に入れた再検討が必要であると考

えます。

能登半島地震により、多くの人々が現在も

困難な避難生活を余儀なくされている中、政

治の最優先課題は被災地復興であります。

内灘町議会として、１、能登半島地震の被

災地復興のため、2025年の大阪・関西万博の

開催計画を見直し、再検討すること及び、２、

当面、万博に充てられていた国費、物資、労

働力を能登半島地震の被災地復興に集中させ

ること。

以上を要望するため、地方自治法第99条の

規定により、国に対し意見書を提出すること

を提案いたします。

議員の皆様の賛同をお願いを申し上げます。

○議長【七田満男君】 提案理由の説明が終

わりました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○質 疑

○議長【七田満男君】 これより、提出議案

に対する質疑に入ります。

質疑ございませんか。──質疑なしと認め

ます。

これをもって質疑を終了いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○討 論

○議長【七田満男君】 次に、討論に入りま

す。

討論ありませんか。──討論なしと認めま

す。

これをもって討論を終了いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○表 決

○議長【七田満男君】 これより議案の採決

に入ります。
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お諮りいたします。議会議案第２号能登半

島地震被災地の復興のため、大阪・関西万博

の再検討を求める意見書の提出について、原

案のとおり決定することに賛成の諸君の起立

を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長【七田満男君】 起立多数であります。

よって、議会議案第２号は原案のとおり可決

されました。

ただいま可決された意見書の提出先及びそ

の他の処理方法につきましては、議長に一任

願います。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

○散 会

○議長【七田満男君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。

お諮りいたします。明日５日から７日まで

の３日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会にいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、明日５日から７日までの３日間

は休会とすることに決定いたしました。

なお、来る８日は午後１時から本会議を開

き、各委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

午後１時39分散会


